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諮問庁：原子力規制委員会委員長 

諮問日：平成２６年８月１日（平成２６年（行情）諮問第４１１号） 

答申日：平成２８年９月８日（平成２８年度（行情）答申第２９０号） 

事件名：福島第一原子力発電所事故の被害の評価のため，原子力安全委員会又

は原子力規制庁を通してＵＮＳＣＥＡＲに提供した文書の一部開示

決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

別紙に掲げる５８文書のうち，文書６，文書１１，文書１４ないし文書

４８，文書５３，文書５４，文書５６及び文書５７（以下，併せて「本件

対象文書」という。）につき，その一部を不開示とした決定については，

異議申立人が開示すべきとする部分を不開示としたことは，妥当である。 

第２ 異議申立人の主張の要旨 

１ 異議申立ての趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し，平成２６年３月５日付け原規放発第１

４０３０５６号により原子力規制委員会委員長（以下「処分庁」又は「諮

問庁」という。）が行った一部開示決定（以下「原処分」という。）につい

て，法５条３号に該当するとして不開示とされた部分の取消しを求める。 

２ 異議申立ての理由 

 （１）異議申立書 

  本件対象文書は，原子放射線の影響に関する国連科学委員会（以下

「ＵＮＳＣＥＡＲ」という。）から日本政府に対してあった照会とそれ

に対する回答である（なお，文書５３及び文書５４は，内容が不開示で

あるため，ＵＮＳＣＥＡＲからの照会と回答が含まれているかは確認で

きない）。日本政府からＵＮＳＣＥＡＲに対して行った回答に関しては，

公開されている。不開示とされているのは，ＵＮＳＣＥＡＲからの照会

事項である。 

処分庁はこれについて，国際機関との間で非公開を前提に行われたや

り取りであるため，公にすることにより信頼関係が損なわれることとし

ている。ＵＮＳＣＥＡＲからの照会は，公開で行われているわけではな

いとはいえるものの，照会事項が非公開とされなければならないという

明示的あるいは明確な約束のもとに行われていないのであれば，それは，

単に慣例として照会を報道発表，ＷＥＢへの掲載などにより広く公にし
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て行っていないだけであって，それをもって照会事項を公にすることが

信頼関係を損なうものとはいえない。とりわけ，本件については，日本

政府からの回答を公開しており，回答内容からどのような照会があった

のかの類推は可能である。 

また，今後率直な意見交換を行うことが困難になるおそれがあるとも

述べているが，ＵＮＳＣＥＡＲでは，日本政府からの情報に基づいて報

告書を作成，公表をしているところであり，日本政府への個別の照会も

含めて，どのような情報に基づいて検討を行ったのかを公にすることは，

その活動の性質上必要とされるものである。さらには，本件は，いわゆ

る外交上の交渉などではなく，科学的な評価を行うものである。このよ

うなものにも信頼関係が影響するのであれば，逆説的にいえば，公にす

ることによって信頼関係が損なわれるような，公にできない情報のやり

とりを国際機関・政府間で行っていると処分庁は述べているに等しい。 

国際機関からの照会などを，相手方が公表する予定で行ったか否かに

より，法５条３号の該当性を判断することは，公にすることによる実質

的な支障ではなく，形式的に不開示と判断するものであり，不適法な解

釈運用である。 

 以上のとおり，本件処分は，法の解釈，運用を誤ったものである。よ

って，その取消しを求めるため，異議申立てを行った。 

 （２）意見書 

   ア 本件対象文書は，ＵＮＳＣＥＡＲにおける東京電力福島第一原子力

発電所（以下「福島第一原発」という。）事故の被害の評価の為に日

本政府から提供された資料であり，平成２６年４月にこれらの資料

を踏まえて「２０１１年東日本大震災後の原子力事故による放射線

被ばくのレベルとその影響」と題する報告（以下「ＵＮＳＣＥＡＲ

報告書」という。）が最終的に行われているところである。諮問庁は，

国際機関に対して行った回答内容については概ね公開をしており，

この公開された部分から，およそどのような質問ないし照会が行わ

れたのかを類推することは可能である。そのため，国際機関からの

照会・質問内容を非公開にすべき国際機関との信頼関係への支障は

具体的には存在しない。この点について，諮問庁は何ら具体的な理

由も相当性も述べていない。 

 さらには，本件開示請求は平成２５年１０月４日付けで行い，原

処分は平成２６年３月５日付けで実施されているところであり，Ｕ

ＮＳＣＥＡＲ報告書が公表される以前に本件開示請求手続きは終了

している。そのため，諮問庁が主張する国際機関への確認は，ＵＮ

ＳＣＥＡＲ報告書公表以前の段階での確認であって，ＵＮＳＣＥＡ

Ｒ報告書公表後の現段階において有効であるか否かは確認していな
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いというべきである。少なくとも，国際機関への確認は，回答内容

を公開することを前提に実施したのか，どのような確認内容として

照会を行ったのかなどについても，具体的に説明・主張していない

ところである。 

イ 本件で適用されている法５条３号の「他国若しくは国際機関との信

頼関係が損なわれるおそれ」について，行政機関の長が認めることに

つき相当の理由がある情報であると諮問庁は判断しているところであ

る。この適用にあたっては，行政機関の長による専門的・技術的判断

には公益性との比較衡量として，請求対象である情報に係る政府の諸

活動の正当性の立証を要するものであるべきである。そうしなければ，

他国若しくは国際機関との信頼関係に関連する政府の諸活動を無条件，

無前提に正当性のあるものとして本規定が適用されることとなる。 

 しかしながら，こうした主張や立証もなく，国際機関からの公開

については「望ましくない」との回答をもって不開示としている。

福島第一原発の事故という事態を受けてのＵＮＳＣＥＡＲ報告書は

どのような情報を基に評価・検討が行われたのかの公開性，透明性

は強く要求されるものであり，その検討プロセスも同様である。日

本政府とＵＮＳＣＥＡＲとの間でどのようなやり取りがあり，情報

が共有されたのかも具体的に明らかにするべきであり，こうした基

本的要求を上回る不開示とすべき正当性が無い限りは，不開示とす

べきではない。 

ウ 以上のことから，諮問庁による理由説明書は具体的な理由がなく，

本件処分は不当であり，本件申立ては認められるべきである。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 事案の概要 

処分庁は，本件開示請求に対し，別紙に掲げる５８文書を特定し，平成

２６年３月５日付けで一部開示とする原処分を行った。 

２ 原処分及びその理由 

処分庁は，別紙に掲げる５８文書のうち，法５条１号及び同条３号に

該当する部分を除いて開示する旨の原処分を行った。 

  本件異議申立ての対象となっているのは，本件対象文書のうち，国際

機関からの質問内容及びそれに対し提供した調査結果に関する情報が記

載されている不開示部分（以下「本件不開示部分」という。）である。国

際機関との間で非公開を前提に行われたやり取りに関するものであり，

公にすることにより，国際機関との信頼関係が損なわれ，今後率直な意

見交換を行うことが困難になるおそれがあると認められ,法５条３号に該

当するため不開示とした。 

３ 異議申立人の主張についての検討 
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異議申立人は，本件不開示部分について， 

① 照会事項を非公開とする明示的又は明確な約束の下に照会が行われて

いないのであれば，広く公にしていないだけであり，公にすることは国

際機関との信頼関係を損なうとはいえない。 

② 相手側が公表する予定で行ったか否かにより法５条３号の該当性を判

断することは，公にすることによる実質的な支障ではなく，形式的に不

開示と判断するものであり，不適法な解釈運用である。 

として，法５条３号に該当しない旨主張しているので，本件不開示部分が

法５条３号に該当するか否かについて，以下，検討する。 

本件対象文書は，国際機関からの質問内容及びそれに対し提供した調査

結果に関する情報を含むものであって，国際機関との間で非公開を前提に

行われたやり取りに関するものである。原処分にあたり，念のため，一部

の不開示部分について処分庁から国際機関へ照会したところ開示すること

は望ましくないとの回答を得た。そのため，本件不開示部分が公にされる

こととなれば，国際機関との信頼関係が損なわれるおそれがあると認めら

れることから，法５条３号に該当するとして本件不開示部分を不開示とし

た原処分における判断は妥当である。 

４ 結論 

以上のとおり，本件異議申立てについては何ら理由がなく，原処分の正

当性を覆すものではない。 

   したがって，本件異議申立てについては，棄却することとしたい。 

第４ 調査審議の経過 

   当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

①  平成２６年８月１日  諮問の受理 

②  同日         諮問庁から理由説明書を収受 

③  同年９月１日     審議 

④  同月１９日      異議申立人から意見書を収受 

⑤  平成２８年６月２０日 委員の交代に伴う所要の手続の実施，本件 

        対象文書の見分及び審議 

⑥  同年９月６日     審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象文書について 

本件開示請求は，「ＵＮＳＣＥＡＲにおける福島第一原発事故の被害の

評価のため，平成２３年３月１１日から平成２５年１０月１日までの間に，

原子力安全委員会又は原子力規制庁を通してＵＮＳＣＥＡＲに提供した資

料」の開示を求めるものである。 

処分庁は，別紙に掲げる５８文書を特定し，その一部が法５条１号及び

３号に該当するとして不開示とする一部開示決定（原処分）を行った。 
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本件対象文書は，別紙に掲げる５８文書のうち，文書６，文書１１，文

書１４ないし文書４８，文書５３，文書５４，文書５６及び文書５７の合

計４１文書である。 

異議申立人は，本件対象文書のうち，法５条３号により不開示とされた

部分（本件不開示部分）の開示を求めており，諮問庁は原処分を妥当とし

ていることから，以下，本件対象文書の見分結果に基づき，本件不開示部

分の不開示情報該当性について検討する。 

なお，原子力安全委員会は平成２４年９月に廃止され，その事務は現在

の原子力規制委員会に一元化された。 

２ 不開示情報該当性について 

（１）当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ，以下のとおり

であった。 

ア ＵＮＳＣＥＡＲは，国際連合に設置された委員会であり，各国の自

然界も含めた全ての放射線の線量とその影響に関する科学的データの

収集と評価を行い，毎年国連総会に報告している。当該報告書は公表

され，各国の放射線防護や安全規制等を担当する機関が活用しており，

原子力規制庁は，ＵＮＳＣＥＡＲ日本国内対応委員会を通じて，その

活動に協力している。 

イ 平成２４年３月，ＵＮＳＣＥＡＲ事務局よりＵＮＳＣＥＡＲ日本政

府代表宛てに，平成２３年東日本大震災後の原子力事故による放射線

被ばくのレベルとその影響について評価するためのデータ提供の要請

があり，原子力安全委員会は，外務省から転送された公電信に添付さ

れていた要請文（以下「要請文」という。）に基づき，その一部につ

いて，作成又は取りまとめた回答を提供した。 

   ウ 処分庁は，原処分を行うに当たり，ＵＮＳＣＥＡＲ事務局に対し，

意見聴取を行ったところ，「要請事項は，ＵＮＳＣＥＡＲの専門家が

作成したもので，現在は公開対象からの除外が必要である。」とのこ

とであったため，本件不開示部分を公にすると，国際機関との信頼

関係が損なわれ，今後率直な意見交換を行うことが困難になるおそ

れがあると認められることから，法５条３号に該当すると判断した。 

   エ 本件異議申立てを受け，諮問庁は，改めてＵＮＳＣＥＡＲ事務局に

対し意見聴取を行ったところ，「福島第一原発事故後の放射線被ばく

のレベルと影響のＵＮＳＣＥＡＲ評価に関係した全ての専門家は，

プライバシーを侵害するおそれのある機密情報を保護し，機密デー

タ，内部議論用資料及び知的所有権などの未公開情報を使用せず，

プロジェクト外の誰とも共有することにはなっていなかった。福島

第一原発事故関連の情報に関する日本への要求は，機密扱いとなり，

ＵＮＳＣＥＡＲの業務に限定されるとみなされた。そのような文書
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及び通信は，２０年後には一般的に機密扱いから除外されて，歴史

家に利用可能となることが言及されるべきである。」旨の回答を得た

ことから，原処分を妥当と判断した。 

（２）当審査会事務局職員をしてＵＮＳＣＥＡＲのホームページを確認させ

たところ，ＵＮＳＣＥＡＲについては諮問庁の上記（１）アの説明のと

おりであること，原処分後の平成２６年４月２日にＵＮＳＣＥＡＲ報告

書が公表されたことがそれぞれ認められるが，諮問庁より，要請文及び

諮問庁がＵＮＳＣＥＡＲ事務局から意見聴取した文書の提示を受けて確

認したところ，ＵＮＳＣＥＡＲ事務局の要請の経緯及び内容，意見聴取

に対する回答は諮問庁の上記（１）イ及びエの説明のとおりであり，本

件不開示部分は，これを公にすると，国際機関との信頼関係が損なわれ

るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由があると

認められるので，法５条３号に該当し，不開示とすることが妥当である。 

３ 異議申立人のその他の主張について 

異議申立人のその他の主張は，当審査会の上記判断を左右するものでは

ない。 

４ 本件一部開示決定の妥当性について 

   以上のことから，本件対象文書につき，その一部を法５条１号及び３

号に該当するとして不開示とした決定については，異議申立人が開示す

べきとする部分は法５条３号に該当すると認められるので，不開示とし

たことは妥当であると判断した。 

（第２部会） 

  委員 白井玲子，委員 池田綾子，委員 中川丈久 
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別紙 

 

文書１  作業者の個人被ばく線量データ（Ｄｅｃ２０１１（ｒｅｖｉｓｅ

ｄ）） 

文書２  作業者の個人被ばく線量データ（Ｍａｒ２０１１ ｔｏ Ａｐｒ２

０１２（Ｐｒｏｖｉｓｉｏｎａｌ Ｄｏｓｅ）Ｒｅｖｉｓｅｄ） 

文書３  Ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｖｅ Ｄｏｓｅ Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎ

ｔ Ｒｅｃｏｒｄ（２０１２／３／１５から２０１２／３／３１） 

文書４  作業者の個人被ばく線量データ（内ばく１００ｍＳｖ超過１２名) 

文書５  行動調査 内ばく１００ｍＳｖ超過１２名 

文書６  行動調査 内ばく１００ｍＳｖ超過１２名への再質問 

文書７  事故対応者の個人被ばく線量データ（警察庁） 

文書８  回答フォーマット原子力安全委員会事務局作成に対する警察庁回答 

文書９  回答フォーマット原子力安全委員会事務局作成に対する消防庁回答 

文書１０ 事故対応者の個人被ばく線量データ（防衛省） 

文書１１ ＵＮＳＣＥＡＲからの質問に対する回答（防衛省） 

文書１２ Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ ｏｆ Ｗｈｏｌ

ｅ－ｂｏｄｙ ｃｏｕｎｔｅｒ （ＷＢＣ） 

文書１３ 個人の甲状腺の被ばく線量データ 

文書１４ 甲状腺の被ばく線量測定の詳細 

文書１５ Ｇｒｏｕｐ Ｄ Ｒｅｑｕｅｓｔ ３．０１ 

文書１６ Ｇｒｏｕｐ Ｄ Ｒｅｑｕｅｓｔ ３．０２ 

文書１７ Ｇｒｏｕｐ Ｄ Ｒｅｑｕｅｓｔ ３．０４ 

文書１８ Ｇｒｏｕｐ Ｄ Ｒｅｑｕｅｓｔ ３．０５ 

文書１９ Ｇｒｏｕｐ Ｄ Ｒｅｑｕｅｓｔ ３．０６ 

文書２０ Ｇｒｏｕｐ Ｄ Ｒｅｑｕｅｓｔ ３．０７ 

文書２１ Ｇｒｏｕｐ Ｄ Ｒｅｑｕｅｓｔ ３．０８ 

文書２２ Ｇｒｏｕｐ Ｄ Ｒｅｑｕｅｓｔ ３．０９ 

文書２３ Ｇｒｏｕｐ Ｄ Ｒｅｑｕｅｓｔ ３．１１ 

文書２４ Ｇｒｏｕｐ Ｄ Ｒｅｑｕｅｓｔ ３．１３ 

文書２５ Ｇｒｏｕｐ Ｄ Ｒｅｑｕｅｓｔ ３．１４ 

文書２６ Ｇｒｏｕｐ Ｄ Ｒｅｑｕｅｓｔ ３．１５ 

文書２７ Ｇｒｏｕｐ Ｄ Ｒｅｑｕｅｓｔ ３．１６ 

文書２８ Ｇｒｏｕｐ Ｄ Ｒｅｑｕｅｓｔ ３．１７ 

文書２９ Ｇｒｏｕｐ Ｄ Ｒｅｑｕｅｓｔ ３．１８－１９ 

文書３０ Ｇｒｏｕｐ Ｄ Ｒｅｑｕｅｓｔ ３．２０ 

文書３１ Ｇｒｏｕｐ Ｄ Ｒｅｑｕｅｓｔ ３．２１ 

文書３２ Ｇｒｏｕｐ Ｄ Ｒｅｑｕｅｓｔ ３．２３ 

文書３３ Ｇｒｏｕｐ Ｄ Ｒｅｑｕｅｓｔ ３．２４ 
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文書３４ Ｇｒｏｕｐ Ｄ Ｒｅｑｕｅｓｔ ３．２５ 

文書３５ Ｇｒｏｕｐ Ｄ Ｒｅｑｕｅｓｔ ３．２６ 

文書３６ Ｇｒｏｕｐ Ｄ Ｒｅｑｕｅｓｔ ３．２７－２８ 

文書３７ Ｇｒｏｕｐ Ｄ Ｒｅｑｕｅｓｔ ３．２９－３３ 

文書３８ Ｇｒｏｕｐ Ｄ Ｒｅｑｕｅｓｔ ３．３４ 

文書３９ Ｇｒｏｕｐ Ｄ Ｒｅｑｕｅｓｔ ３．３６ 

文書４０ Ｇｒｏｕｐ Ｄ Ｒｅｑｕｅｓｔ ３．３７ 

文書４１ Ｇｒｏｕｐ Ｄ Ｒｅｑｕｅｓｔ ３．３８ 

文書４２ Ｇｒｏｕｐ Ｄ Ｒｅｑｕｅｓｔ ３．３９ 

文書４３ Ｇｒｏｕｐ Ｄ Ｒｅｑｕｅｓｔ ３．４０ 

文書４４ Ｇｒｏｕｐ Ｄ Ｒｅｑｕｅｓｔ ３．４１ 

文書４５ Ｇｒｏｕｐ Ｄ Ｒｅｑｕｅｓｔ ３．４３ 

文書４６ Ｇｒｏｕｐ Ｄ Ｒｅｑｕｅｓｔ ３．４４ 

文書４７ Ｇｒｏｕｐ Ｄ Ｒｅｑｕｅｓｔ ３．４５ 

文書４８ Ｇｒｏｕｐ Ｄ Ｒｅｑｕｅｓｔ ３．４６ 

文書４９ Ｒｅｃｅｎｔ ｅｓｔｉｍａｔｉｏｎ ｏｆ ｓｏｕｒｃｅ ｔｅ

ｒｍ ｔｏ ｔｈｅ ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ ｆｒｏｍ Ｆｕｋ

ｕｓｈｉｍａ Ｄａｉ－ｉｃｈｉ Ｎｕｃｌｅａｒ Ｐｏｗｅｒ 

Ｓｔａｔｉｏｎ Ｕｎｉｔ １ ｔｈｒｏｕｇｈ Ｕｎｉｔ ３ 

２０１２．４．１６ 

文書５０ 事故対応者の個人被ばく線量データ（警察庁追加データ) 

文書５１ 事故対応者の個人被ばく線量データ（消防庁追加データ） 

文書５２ Ｒｅｃｅｎｔ ｅｓｔｉｍａｔｉｏｎ ｏｆ ｓｏｕｒｃｅ ｔｅ

ｒｍ ｔｏ ｔｈｅ ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ ｆｒｏｍ Ｆｕｋ

ｕｓｈｉｍａ Ｄａｉ－ｉｃｈｉ Ｎｕｃｌｅａｒ Ｐｏｗｅｒ 

Ｓｔａｔｉｏｎ Ｕｎｉｔ １ ｔｈｒｏｕｇｈ Ｕｎｉｔ ３  

２０１２．１０．１１ 

文書５３ Ｆｏｏｄ Ｉｎｔａｋｅ Ｓｕｒｖｅｙ（ｄａｔａ２１ｇｒｏｕｐ） 

文書５４ Ｆｏｏｄ Ｉｎｔａｋｅ Ｓｕｒｖｅｙ（ｄａｔａ２８ｇｒｏｕｐ） 

文書５５ 作業者の個人被ばく線量データ（Ｈ２３０３～Ｈ２５０５） 

文書５６ 外電（９月２３日）への応え 

文書５７ 甲状腺がん発生率に関する回答 

文書５８ 計画的避難の進捗状況 




